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令和 2年 3月 25日 

お客さまへ 

株式会社  栃 木 銀 行 

取締役頭取 黒本 淳之介 

 

「遺言代用信託」・「暦年贈与型信託」の取扱開始について 

  

株式会社栃木銀行（取締役頭取 黒本淳之介）は、多様化するお客様の資産承継ニーズに対応

するため、令和 2年 4月 1日（水）より「遺言代用信託」・「暦年贈与型信託」の取扱を開始しま

すのでお知らせいたします。 

 当行は今後も引き続き、お客様のライフステージに応じた様々な支援・サポート体制を通じて

お客様のお役に立てる銀行を目指して参ります。 

記 

・取扱開始日 令和 2年 4月 1日（水） 

・取扱店   当行本支店 

・導入商品 

①遺言代用信託 

「自分にもしものことがあったとき、残された家族の生活が心配」、「家族にのこすお金は、

自分が配分を決めておきたい」等の悩みを解決することができます。 

商品名 とどける想い～とちぎん遺言代用信託～ 

機 能 
相続発生時、あらかじめ指定した受取人が遺産分割前に財産を受け取ること

ができます。 

特 徴 遺言書作成不要です。 

ご利用頂ける方 個人のお客様 

お申込金額 100万円以上 3,000万円以下 

お受取人 推定相続人の中から、最大 4名様までご指定可能です。 

お受取方法 
「一時金受取」、「定時定額受取」から、ご家族お一人さまごとに受取方法や

受取割合をご指定頂けます。 

申込手数料 お申込金額の 2.2％（税込） 

販売会社 株式会社栃木銀行 

受託者 みずほ信託銀行株式会社 
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②暦年贈与型信託 

「子供や孫の将来のために生前贈与を行いたいが、契約や手続が大変そう」、「相続税対策で家

族に財産を承継する良い方法はないか」等の悩みを解決することができます。 

商品名 つなげる想い～とちぎん暦年贈与型信託～ 

機能・特徴 贈与契約書を作成することなく、生前贈与が可能です。 

特 徴 贈与金額を、毎年指定することができます。 

ご利用頂ける方 個人のお客様 

お申込金額 500万円以上（上限なし） 

受贈候補者 国内居住の 3親等以内のご親族から、最大 9名様までご指定可能です。 

お受取方法 
「贈与の依頼書」、「受贈の確認書」を受領後、受贈者の指定口座へ振込 

します。（年 1回振込、最長 30年間） 

申込手数料 お申込金額の 2.2％（税込） 

期中費用 毎年 11,000円（税込） 

販売会社 株式会社栃木銀行 

受託者 みずほ信託銀行株式会社 

 

 

 

 

 

 

②金銭信託 

 契約 
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留意事項 

■本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。 

■本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった 

場合は、解約に応じることがあります。 

■信託終了事由による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合が 

あります。 

■本商品のお申込は、原則として取消す事ができません。またお申込に関しては、クーリングオフ制度の

適用もありません。 

■商品パンフレットは、栃木銀行本支店の窓口にご用意しております。 

 

 商 号 等：株式会社栃木銀行 
登録金融機関 関東財務局長（登金）第 57号 
加入協会：日本証券業協会 

②金銭信託

契約 



相続で発生するさまざまな負担を軽減

とどける想い
～とちぎん遺言代用信託～

申し込み金額

信託期間

100万円以上3,000万円以下

5年以上（最長30年）

遺言書をつくることなく、想いに沿った資

産承継ができる商品。すぐに資金を受け

取り、葬儀費用などに充てられる「一時金

受取」と、生活が落ち着くまでの一定期

間、定期的に資金を受け取れる「定時定

額受取」から選択。「配偶者と同居の子ど

もには両プランで手厚く」など、家族ごとに

受け取る割合を設定することも可能です。

ご家族への資金の遺し方は、
2種類の方法（組み合わせても可）があります。

ご家族への資金の遺し方は、
2種類の方法（組み合わせても可）があります。

重要事項
本商品のご購入にあたり
お客様にご注意いただく点

お子さまの将来を長く支えていきたい方
配偶者さまのための安定的な生活資金をご用意されたい方

こんな方におすすめ

ご家族が
すぐにご資金を
受け取れます。

ご自身の万が一に備え、ご家族の当面の生活資金をご用意されたい方
ご自身の葬儀費用やご家族の納税資金をあらかじめご準備されたい方

こんな方におすすめ

葬
儀
費
用
や

当
面
必
要
な
資
金
に

あ
て
て
ほ
し
い…

定時定額受取一時金受取
ご家族が一定期間
（最長10年）定期的に
ご資金を受け取れます。

￥ ￥ ￥ ￥

家
族
の
生
活
を
長
く

支
援
で
き
る
よ
う
に…

■本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
■お申込時、追加信託時にお申込金額の2.2%（税込）の手数料が別途かかります。なお、解約手数料はかかりません。
■本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約（一部解約を含みます）に応じることがあります。
■信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
■本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
■説明書は栃木銀行本支店の窓口にご用意しております。

橙（だいだい）は、お正月飾りにも使われる
「代 （々だいだい）＝何代も家が続いていく

＝子孫繁栄」の縁起物です。

（別途手数料がかかります）

令和2年4月1日現在

とちぎん
ホームページへ

0120-630-521
受付時間／平日（月～金）9：00～17：00［銀行休業日を除く］

とちぎん 検 索

■一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室  電話番号／０５７０-０１７１０９ または ０３-５２５２-３７７２
■特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号／０１２０-６４-５００５
■受付日（共通）／平日（月～金）［銀行休業日を除く］   ■受付時間（共通）／９：００～１７：００

当行の苦情処理措置及び紛争解決措置（下記機関を利用）販売会社の概要

お問い合わせはお近くの栃木銀行窓口・
ホームページ または フリーダイヤルへ

■商号等／株式会社栃木銀行　
　登録金融機関　関東財務局長（登金）第57号　　
■加入協会／日本証券業協会　



橙（だいだい）は、お正月飾りにも使われる
「代 （々だいだい）＝何代も家が続いていく

＝子孫繁栄」の縁起物です。

「誰にどのくらい」を1年ごとに決められる

つなげる想い
～とちぎん暦年贈与型信託～

500万円から
「誰にいくら贈与するか」を1年ごとに決める

ことができる信託商品。毎年郵送される書類

に記入し送るだけで手続きOK。受け取る家

族のライフプランの支援として「住宅ローン

の返済」「保険料の支払い」「投資信託で

資産運用」など、さまざまな用途に活用できま

す。また、生前贈与によって相続財産が減り、

相続税の負担が軽くなるのもメリットです。

重要事項
本商品のご購入にあたり
お客様にご注意いただく点

■本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
■お申込時、追加信託時にお申込金額の2.2%（税込）の手数料が別途かかります。なお、解約手数料はかかりません。
■贈与にかかる各種事務への対価として、管理手数料年11,000円（税込）を申し受けます。
■本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約に応じることがあります。
■信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
■本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
■説明書は栃木銀行本支店の窓口にご用意しております。

申し込み金額

信託期間
5年以上（最長30年）

贈与契約書作成等のめんどうな手続きなしで
計画的に贈与することが可能です。

贈与契約書作成等のめんどうな手続きなしで
計画的に贈与することが可能です。

指定贈与者A

贈与金額 万円

指定贈与者Bお客さま
（例：お子さま） （例：お孫さま）

110当初預入金額

最長30年の
財産管理

万円

万円

万円

1,000

890
580

贈与金額 万円110
贈与金額 万円100

贈与金額 万円2002年目

3年目

申込み
した年
申込み
した年

資
産
を
き
ち
ん
と

管
理
し
た
い…

例

（別途手数料がかかります）

令和2年4月1日現在

とちぎん
ホームページへ

0120-630-521
受付時間／平日（月～金）9：00～17：00［銀行休業日を除く］

とちぎん 検 索

■一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室  電話番号／０５７０-０１７１０９ または ０３-５２５２-３７７２
■特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号／０１２０-６４-５００５
■受付日（共通）／平日（月～金）［銀行休業日を除く］   ■受付時間（共通）／９：００～１７：００

当行の苦情処理措置及び紛争解決措置（下記機関を利用）販売会社の概要

お問い合わせはお近くの栃木銀行窓口・
ホームページ または フリーダイヤルへ

■商号等／株式会社栃木銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第57号
■加入協会／日本証券業協会
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